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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年6月21日付をもって提出した有価証券届出書（平成22年8月17日付をもって提出した有価証券

届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の記載事項のうち訂正すべき事

項が生じましたので、本訂正届出書を提出いたします。

Ⅱ【訂正の内容】

原届出書の内容が訂正事項の内容に変更されます。下線部__________は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

　（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

＜訂正前＞

当ファンドの受益権は契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）です。

格付は取得していません。

＜略＞

＜訂正後＞

当ファンドの受益権は契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）です。

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された

信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

＜略＞

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

　１【ファンドの性格】

　（2）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

③ 委託会社の概況

イ．資本金の額（平成22年5月31日現在）

資本金　　　　　　　　280百万円

発行済株式の総数　　　10,305株（内普通株式8,705株）

＜略＞

ハ．大株主の状況（平成22年5月31日現在）

発行済株式の総数　(a）

および資本金

10,305株（内普通株式8,705株）

280百万円

氏名、商号または名称 住所
保有株式数

(b）(普通株式)

比率

（ｂ/a）

キャピタル・パートナーズ

証券株式会社

東京都中央区日本橋

三丁目12番2号
7,215株 82.9％

＜訂正後＞

③ 委託会社の概況

イ．資本金の額（平成23年2月末日現在）

資本金　　　　　　　　280百万円

発行済株式の総数　　　10,305株（内普通株式8,705株）
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＜略＞

ハ．大株主の状況（平成23年2月末日現在）

発行済株式の総数　(a）

および資本金

10,305株（内普通株式8,705株）

280百万円

氏名、商号または名称 住所
保有株式数

(b）(普通株式)

比率

（ｂ/a）

キャピタル・パートナーズ

証券株式会社

東京都中央区日本橋

三丁目12番2号
7,215株 82.9％ 

　２【投資方針】

　（3）【運用体制】

＜訂正前＞

① 運用体制

ファンドの運用体制は、以下の通りとなっています。

＜略＞

② 内部管理体制

＜略＞
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（注）運用体制は平成22年5月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

＜訂正後＞

① 運用体制

ファンドの運用体制は、以下の通りとなっています。

＜略＞

② 内部管理体制

＜略＞

（注）運用体制は平成23年2月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

　３【投資リスク】

　（3）リスク管理体制

＜訂正前＞

② 担当部署等の概要

＜略＞

（注） 投資リスクに対する管理体制は平成22年5月末現在のものであり、今後、変更となる場合

があります。
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＜訂正後＞

② 担当部署等の概要

＜略＞

（注） 投資リスクに対する管理体制は平成23年2月末日現在のものであり、今後、変更となる場

合があります。

　５【運用状況】

原届出書の「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」を以下の内容に更新いたします。

以下は、更新される内容のみ記載しております。

＜更新後＞

(1)【投資状況】

「南アフリカ株ファンド」

(平成23年2月28日現在)

資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(％)

株式
南アフリカ 1,090,944,194 77.76 

英国 211,040,160 15.04 

現金・預金・その他の資産

(負債控除後)
－ 101,049,415 7.20 

合計(純資産総額) － 1,403,033,769100.00 

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

「南アフリカ株ファンド」

＜評価額(全銘柄)＞

(平成23年2月28日現在)

国／地域 種類 銘柄名 数量(口)

簿価単価

評価単価

(円)

簿価金額

評価金額

(円)

投資

比率

(％)

英国 株式 BHP BILLITON PLC USD0.5049,700
2,664.5124

3,179.9316

132,426,266

158,042,600
11.26 

英国 株式 SABMILLER USD0.10 19,500
2,522.2716

2,717.8236

49,184,296

52,997,560
3.78 

南アフリカ 株式 AFRN RAINBOW MINLS ZAR0.0544,000
2,090.0784

2,456.04

91,963,450

108,065,760
7.70 

南アフリカ 株式 ANGLOGOLD ASHANTI ZAR0.2530,200
3,490.9524

3,939.558

105,426,763

118,974,652
8.48 

南アフリカ 株式 ASPEN PHARMACARE ZAR0.139060764,300
946.0992

925.38

60,834,179

59,501,934
4.24 

南アフリカ 株式 IMPALA PLATINUM ZAR0.02568,200
2,364.666

2,354.19

161,270,221

160,555,758
11.44 

南アフリカ 株式 INVESTEC LIMITED ZAR0.000240,700
691.416

622.158

28,140,631

25,321,831
1.81 

南アフリカ 株式 LIBERTY HLDGS ZAR0.083336,100
905.4756

894.534

32,687,669

32,292,677
2.30 

南アフリカ 株式 MTN GROUP LTD ZAR0.0001121,800
1,368.3984

1,405.53

166,670,925

171,193,554
12.20 

南アフリカ 株式 NETCARE LIMITED ZAR0.01247,600
159.1188

170.4096

39,397,815

42,193,417
3.01 
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南アフリカ 株式 PICK N PAY STORES ZAR0.012566,300
531.1332

535.44

35,214,131

35,499,672
2.53 

南アフリカ 株式 SASOL NPV 60,400
3,485.016

4,450.0884

210,494,966

268,785,339
19.16 

南アフリカ 株式 STANDARD BK GR LTD ZAR0.158,900
1,329.1716

1,164

78,288,207

68,559,600
4.89 

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

＜種類別投資比率＞

(平成23年2月28日現在)

種類 国内/外国 投資比率(％)

株式 外国 92.8

合計 － 92.8

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

平成23年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りで

す。

計算期間末

または各月末

純資産総額

(円)

(分配落)

純資産総額

(円)

(分配付)

1口当たり

純資産額(円)

(分配落)

1口当たり

純資産額(円)

(分配付)

第１期（中間期）

(平成23年1月28日)
1,567,037,7341,567,037,7341.0822 1.0822

平成22年  7月末日 1,338,019,068 － 0.9981 －

平成22年  8月末日 1,337,559,432 － 0.9278 －

平成22年  9月末日 1,490,316,151 － 1.0279 －

平成22年 10月末日 1,469,049,185 － 1.0113 －

平成22年 11月末日 1,458,214,608 － 1.0556 －

平成22年 12月末日 1,566,506,734 － 1.1460 －

平成23年  1月末日 1,512,359,281 － 1.0403 －

平成23年  2月末日 1,403,033,769 － 1.0683 －

②【分配の推移】

計算期間 1口当たりの分配金(円)

第1期（中間期）

(平成22年7月29日～平成23年1月28日)
－

③【収益率の推移】

計算期間 収益率(％)

EDINET提出書類

キャピタル　アセットマネジメント株式会社(E14714)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 6/55



第1期（中間期）

(平成22年7月29日～平成23年1月28日)
8.2

（注）「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の

計算期末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除し

て得た額に100を乗じて得た比率をいいます。

収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
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第２【財務ハイライト情報】

原届出書の「第二部　ファンド情報　第２　財務ハイライト情報」を以下の内容に更新いたします。以下は、

更新される内容のみ記載しております。

＜更新後＞

（１）以下の情報は、有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第４ファンドの経理状況 １ 中間

財務諸表」に記載された情報を抜粋したものです。

（２）「中間財務諸表」は、ビーエー東京監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人によ

る中間監査報告書は、当該有価証券届出書に記載されている「中間財務諸表」に添付されておりま

す。
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【南アフリカ株ファンド】
１【中間貸借対照表】

（単位：円）

第１期中間計算期間末
（平成23年１月28日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン 114,093,954

株式 1,480,772,983

流動資産合計 1,594,866,937

資産合計 1,594,866,937

負債の部

流動負債

未払解約金 14,909,926

未払受託者報酬 469,240

未払委託者報酬 10,948,852

その他未払費用 1,501,185

流動負債合計 27,829,203

負債合計 27,829,203

純資産の部

元本等

元本 1,447,954,056

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 119,083,678

元本等合計 1,567,037,734

純資産合計 1,567,037,734

負債純資産合計 1,594,866,937
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２【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第１期中間計算期間
自　平成22年７月29日
至　平成23年１月28日

営業収益

受取配当金 17,983,448

受取利息 28,719

有価証券売買等損益 121,198,495

為替差損益 △6,265,426

営業収益合計 132,945,236

営業費用

受託者報酬 469,240

委託者報酬 10,948,852

その他費用 2,015,162

営業費用合計 13,433,254

営業利益又は営業損失（△） 119,511,982

経常利益又は経常損失（△） 119,511,982

中間純利益又は中間純損失（△） 119,511,982

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

13,941,516

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 13,513,212

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

10,509

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

13,502,703

剰余金減少額又は欠損金増加額 －

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 119,083,678

次へ
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３　中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

　 　 第1期中間計算期間

項　目 自　平成22年７月29日

　 至　平成23年１月28日

1. 運用資産の評価基準および評価方法 （1）株式

原則として時価で評価しておりま

す。

時価評価にあたっては、市場価格の

ある有価証券についてはその最終相

場（計算日に最終相場のない場合に

は、直近の日の最終相場）で評価し

ております。

（2）外国為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の

対顧客先物相場の仲値で評価してお

ります。

2. 収益および費用の計上基準 （1）受取配当金の計上基準

受取配当金は、原則として配当落ち

日において、確定配当金又は予想配

当金額を計上しております。

（2）配当株式の計上基準

配当株式は原則として、配当株式に

伴う源泉税等の費用が確定した段階

で、株式の配当落ち日に計上した数

量に相当する券面額を計上しており

ます。

3. その他財務諸表作成のための基本と

なる事項

外貨建取引等の処理基準

（1）「投信信託財産の計算に関する規

則」（平成12年総理府令第133

号）第60条並びに第61条に基づい

て処理しております。

（2）当ファンドの計算期間は、平成22

年７月29日（設定日）から平成23

年７月７日までとなっておりま

す。なお、当該中間計算期間は平成

22年７月29日（設定日）から平成

23年１月28日までとなっておりま

す。
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第三部【ファンドの詳細情報】

第１【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成22年7月29日　信託契約締結、当初設定、運用開始予定

＜訂正後＞

平成22年7月29日　信託契約締結、当初設定、運用開始

第４【ファンドの経理状況】

原届出書の「第三部　ファンドの詳細情報　第４　ファンドの経理状況」を以下の内容に更新いたします。以

下は、更新される内容のみ記載しております。

＜更新後＞

１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３および第57条の２の規定により、「投資信託財産の計

算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期中間計算期間（平成22年

７月29日から平成23年１月28日まで）の中間財務諸表について、ビーエー東京監査法人による中間

監査を受けております。
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中間財務諸表
【南アフリカ株ファンド】
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第１期中間計算期間末
（平成23年１月28日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン 114,093,954

株式 1,480,772,983

流動資産合計 1,594,866,937

資産合計 1,594,866,937

負債の部

流動負債

未払解約金 14,909,926

未払受託者報酬 469,240

未払委託者報酬 10,948,852

その他未払費用 1,501,185

流動負債合計 27,829,203

負債合計 27,829,203

純資産の部

元本等

元本 1,447,954,056

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 119,083,678

元本等合計 1,567,037,734

純資産合計 1,567,037,734

負債純資産合計 1,594,866,937
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第１期中間計算期間
自　平成22年７月29日
至　平成23年１月28日

営業収益

受取配当金 17,983,448

受取利息 28,719

有価証券売買等損益 121,198,495

為替差損益 △6,265,426

営業収益合計 132,945,236

営業費用

受託者報酬 469,240

委託者報酬 10,948,852

その他費用 2,015,162

営業費用合計 13,433,254

営業利益又は営業損失（△） 119,511,982

経常利益又は経常損失（△） 119,511,982

中間純利益又は中間純損失（△） 119,511,982

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

13,941,516

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 13,513,212

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

10,509

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

13,502,703

剰余金減少額又は欠損金増加額 －

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 119,083,678
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(３）【中間注記表】  

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

　 　 第1期中間計算期間

項　目 自　平成22年７月29日

　 至　平成23年１月28日

1. 運用資産の評価基準および評価方法 （1）株式

原則として時価で評価しておりま

す。

時価評価にあたっては、市場価格の

ある有価証券についてはその最終相

場（計算日に最終相場のない場合に

は、直近の日の最終相場）で評価し

ております。

（2）外国為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の

対顧客先物相場の仲値で評価してお

ります。

2. 収益および費用の計上基準 （1）受取配当金の計上基準

受取配当金は、原則として配当落ち

日において、確定配当金又は予想配

当金額を計上しております。

（2）配当株式の計上基準

配当株式は原則として、配当株式に

伴う源泉税等の費用が確定した段階

で、株式の配当落ち日に計上した数

量に相当する券面額を計上しており

ます。

3. その他財務諸表作成のための基本と

なる事項

外貨建取引等の処理基準

（1）「投信信託財産の計算に関する規

則」（平成12年総理府令第133

号）第60条並びに第61条に基づい

て処理しております。

（2）当ファンドの計算期間は、平成22

年７月29日（設定日）から平成23

年７月７日までとなっておりま

す。なお、当該中間計算期間は平成

22年７月29日（設定日）から平成

23年１月28日までとなっておりま

す。

（中間貸借対照表に関する注記）

項目
第1期中間計算期間末

（平成23年１月28日現在）

1. 期首元本額

期中追加設定元本額

期中一部解約元本額

1,340,630,000 円

254,317,054 円

146,992,998 円

2. 元本の欠損 - 円

3. 中間計算期間末日における受益権 

の総数 　
1,447,954,056口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

項目
第1期中間計算期間末

（平成23年１月28日現在）

1. その他費用の内訳 信託事務費用　　2,015,162 円
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

項目

第1期中間計算期間

自　平成22年７月29日

至　平成23年１月28日

1.金融商品に対する取組方

　針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券、

デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信

託約款に定める「運用の基本方針」に基づき

行っております。

2.金融商品の内容及び当該

金融商品に係るリスク

当ファンドが運用する主な有価証券は、「重

要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有

価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価

証券等であり、全て売買目的で保有しておりま

す。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、

オプション取引、スワップ取引等があり、信託財

産に属する資産の効率的な運用に資するために

行うことができます。当該有価証券及びデリバ

ティブ取引には、性質に応じて市場リスク、価格

変動リスクや為替変動リスク等があります。

3.金融商品に係るリスク管

理体制

コンプライアンス部では、運用状況のモニタ

リング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の

確認を行っております。

　また、運用管理部では、運用に関するリスク管

理を行っております。

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

項目
第1期中間計算期間末

（平成23年１月28日現在）

1.中間貸借対照表計上額、時価

及びその差額

中間貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

ているため、その差額はありません。

2.時価の算定方法 ①有価証券（株式）

「注記表（重要な会計方針に係る事項に関す

る注記）」の「有価証券の評価基準及び評価

方法」に記載しております。

②デリバティブ取引

該当事項はありません。

③上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は帳簿価

額と近似しているため、当該帳簿価額を時価

としております。

3.金融商品の時価等に関す

る事項についての補足説

明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格の

ほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定にお

いては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる

こともあります。

 

（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券の最終計算期間の損益に含まれた評価差額

第１期中間計算期間（自 平成22年７月29日　至 平成23年１月28日） 

（単位：円）

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式 111,914,089

合計 111,914,089

（デリバティブ取引等に関する注記）

第１期中間計算期間（自 平成22年７月29日　至 平成23年１月28日）

　　該当事項はありません。

 

（重要な後発事項に関する注記）

第１期中間計算期間（自 平成22年７月29日　至 平成23年１月28日）

　　該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

　　該当事項はありません。

（１口当たり情報） 

第1期中間計算期間末

（平成23年１月28日現在）

１口当たり純資産額 1.0822円

（10,000口当たり純資産額 10,822円)

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

原届出書の「第三部　ファンドの詳細情報　第４　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」を以下の内容

に更新いたします。以下は、更新される内容のみ記載しております。

＜更新後＞

「南アフリカ株ファンド」

(平成23年 2月28日現在)

Ⅰ　資産総額 1,454,026,196円

Ⅱ　負債総額 50,992,427円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 1,403,033,769円

Ⅳ　発行済数量 1,313,304,056口

Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0683円

第５【設定及び解約の実績】

原届出書の「第三部　ファンドの詳細情報　第５　設定及び解約の実績」を以下の内容に更新いたします。以

下は、更新される内容のみ記載しております。

＜更新後＞
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下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)

第１期（中間期）

(平成22年 7月29日～

平成23年 1月28日)

1,594,947,054146,992,9981,447,954,056

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

＜照会先＞キャピタル　アセットマネジメント株式会社

・ホームページアドレス  http://www.capital-am.co.jp/

　　　・電話番号　03-5205-0700（営業日の午前９時から午後５時まで）
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第四部【特別情報】

第１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

１【委託会社等の概況】（平成22年5月31日現在）

　（1）資本金等

＜略＞

④ 過去５年間における資本金の増減

年月日 増資額 増資後資本金

平成16年 1月26日 1,000万円 1,000万円（設立資本金）

平成16年 4月 1日 8,000万円 9,000万円

平成16年 6月29日 163万円 9,163万円

平成18年 1月25日 3,337.1万円 12,500.1万円

平成20年 3月28日 5,499.9万円 18,000万円

平成21年 7月23日 5,000万円 23,000万円

平成22年 2月28日 5,000万円 28,000万円

　（2）委託会社の機構

① 会社の組織図

（注）上記組織は、平成22年5月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。

＜略＞

③ 投資信託の運用の流れ
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（注）上記組織は、平成22年5月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）

を行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っております。

平成22年5月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。

種類 本数 純資産総額

公募 追加型 株式投資信託 3本 2,156百万円

（親投資信託を除く）

＜訂正後＞

１【委託会社等の概況】（平成23年2月末日現在）

　（1）資本金等

＜略＞

④ 過去５年間における資本金の増減

年月日 増資額 増資後資本金

平成18年 1月25日 3,337.1万円 12,500.1万円

平成20年 3月28日 5,499.9万円 18,000万円

平成21年 7月23日 5,000万円 23,000万円

平成22年 2月28日 5,000万円 28,000万円

　（2）委託会社の機構

① 会社の組織図
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（注）上記組織は、平成23年2月末日現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。

＜略＞

③ 投資信託の運用の流れ

（注）上記組織は、平成23年2月末日現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）

を行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っております。

平成23年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。

種類 本数 純資産総額

公募 追加型 株式投資信託 6本 15,868百万円

（親投資信託を除く）
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３【委託会社等の経理状況】

 

以下の内容に更新いたします。

 

１．財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル アセットマネジメント(以下「当社」という。)の財務諸表は、「企業内

容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」（平成19年8月15日内閣府令第65号）

附則第９条第２項第１号ただし書きにより、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)並びに、同規則第２条の規定に基き、「金融商品取引業に関

する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に

基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成し

ております。

なお、財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期(平成20年4月１日から平成21年

3月31日まで)及び第７期(平成21年4月１日から平成22年3月31日まで)の財務諸表について、ビー

エー東京監査法人の監査を受けております。当中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30

日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人の監査を受けております。

また、当社の監査公認会計士等は次の通り異動しております。

前事業年度　ビーエー東京監査法人

当事業年度　あらた監査法人

 

３．連結財務諸表について

当社は、第６期（平成20年4月１日から平成21年3月31日まで)、第７期（平成21年4月１日から平成

22年3月31日まで）において、子会社であるヒューミント・オーバーシーズ・リミテッドの所有目

的が支配および投資目的ではなく、ファンドの資産管理を委託する目的で設立された資産管理会社

であり、同社との間に取引がなく、連結対象子会社に該当しないため、連結財務諸表を作成しており

ません。なお、当該子会社については、「開示対象特別目的会社関係」において注記しております。
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１　財務諸表

（１）【貸借対照表】

  
第６期

(平成21年3月31日現在)
第７期

(平成22年3月31日現在)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   13,537   8,475  

２　立替金   1,652   5,999  

３　前払費用   456   792  

４　未収入金   11   1,458  

５　未収委託者報酬   442   1,559  

６　未収運用受託報酬   3,089   1,080  

７　未収その他報酬   －   3,348  

８　未収収益   －   1,669  

９　未収消費税   －   1,482  

10　預け金   10,201   10,201  

11　繰延税金資産   41,006   -  

流動資産合計   70,39677.8  36,06730.5

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産 ※1  1,2461.3  1,2161.0

　（１）器具備品  1,246   1,216   

２　無形固定資産   1,5461.7  1,2451.0

　（１）電話加入権  52   52   

　（２）ソフトウエア  1,494   1,193   

３　投資その他の資産   15,00016.5  79,06166.7

(1)投資有価証券  12,332    77,454  

(2)敷金  1,607    1,607  

(3)差入保証金  1,060    -  

固定資産合計   17,79219.6  81,52468.7

Ⅲ　繰延資産        

　１　入会金   2,200   1,000  

　　繰延資産合計   2,2002.4  1,0000.8

資産合計   90,389100.0  118,591100.0

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

１　未払金   －   14,175  

２　預り金   14,026   10,256  

３　未払代行手数料   －   1,544  

４　未払収益分配金   258   -  

　（1）未払手数料  258   -   

５　未払費用   2,371   -  

５　未払配当金   1,088   1,088  

６　未払法人税等   512   2,064  

流動負債合計   18,25720.1  29,12924.6

負債合計   18,25720.1  29,12924.6
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第６期

(平成21年3月31日現在)
第７期

(平成22年3月31日現在)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   180,000199.1  280,000236.1

２　資本剰余金   32,25135.6  77,92465.7

(1)資本準備金  32,251   75,251   

(1)その他資本剰余金  -   2,672   

３　利益剰余金   △140,119155.0  △268,462226.4

(1)その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △140,119   △268,462   

株主資本合計   72,13179.8  89,46175.4

純資産合計   72,13179.8  89,46175.4

負債及び純資産合計   90,389100.0  118,591100.0
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（２）【損益計算書】

  
第６期

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益 ※1       

１　委託者報酬   45,04277.0  27,981  

２　運用受託報酬   13,41622.9  12,375  

３　その他営業収益  
 

－ －  3,836  

　　営業収益合計  58,458100.0  44,193100.0

Ⅱ　営業費用        

１　支払手数料 ※1  22,294   13,411  

２　広告宣伝費   6,590   1,582  

３　調査費   5,927   4,910  

４　委託計算費   14,079   13,261  

５　営業雑経費   2,005   8,118  

（１）　通信費  849   1,242   

（２）　協会費  1,155   1,439   

（３）　印刷費  －   3,205   

（４）　情報費  －   2,230   

　　営業費用合計   50,89687.0  41,28393.4

Ⅲ　一般管理費        

　１　給料   68,637   65,400  

（１）　役員報酬 ※2 12,360   11,032   

　　（２）　給料・手当  49,445   47,961   

（３）　法定福利費  6,832   6,406   

２　旅費交通費   143   512  

３　租税公課   664   2,800  

４　不動産賃借料   3,656   8,015  

５　固定資産減価償却   1,669   1,159  

６　事務委託費   7,825   7,468  

７　その他一般管理費   3,085   2,523  

　　一般管理費合計   85,679146.5

133.6

 87,880198.8

192.2営業損失   △78,118  △84,970

Ⅳ　営業外収益        

１　投資有価証券利息   129   4,813  

２　受取利息   83   3  

３　雑収入　   15   2  

４　為替差益　  
 

－  
 

11,962  

　　営業外収益合計  229 0.3 16,78137.9

Ⅴ　営業外費用        

１　繰延資産償却   1,200   1,853  

　　営業外費用合計   1,200 2.0  1,853 4.2
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第６期

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

経常損失   △79,089135.2  △70,042158.5

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益      50  

　　　　特別利益合計   －   50 0.1

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※3     542  

２　投資有価証券売却損   －   2,970  

３　投資有価証券評価損   3,650   13,541  

　　　　特別損失合計   3,650 6.2  17,05438.6

税引前当期純利益（損失）   △82,739141.5  △87,046197.0

法人税、住民税及び事業税   290 0.4  290 0.6

法人税等調整額   △27,89647.7  41,00692.8

当期純利益（損失）   △55,13394.3  △128,343290.4
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（３）【株主資本等変動計算書】

 

 第６期
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

区分 金額（千円） 金額（千円）

株主資本   

資本金

前期末残高

事業年度中の変動額

増資

事業年度中の変動額合計

 

180,000

 

-

-

 

180,000

 

100,000

100,000

当期末残高 180,000 280,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高

事業年度中の変動額

増資

事業年度中の変動額合計

 

 

32,251

 

-

-

 

 

32,251

 

43,000

43,000

当期末残高 32,251 75,251

資本剰余金

その他資本剰余金

前期末残高

事業年度中の変動額

増資

事業年度中の変動額合計

 

 

-

 

-

-

 

 

－

 

2,672

2,672

当期末残高 - 2,672

資本剰余金合計

前期末残高

事業年度中の変動額

増資

事業年度中の変動額合計

 

32,251

 

-

-

 

32,251

 

45,672

45,672

当期末残高 32,251 77,924
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 第６期
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

区分 金額（千円） 金額（千円）

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高

事業年度中の変動額

剰余金の配当

当期純損失（△）

事業年度中の変動額合計

 

 

 

△84,986

 

-

△55,133

△55,133

 

 

 

△140,119

 

－

△128,343

△128,343

当期末残高 △140,119 △268,462

利益剰余金合計

前期末残高

事業年度中の変動額

剰余金の配当

当期純損失（△）

事業年度中の変動額合計

 

△84,986

 

-

△55,133

△55,133

 

△140,119

 

－

△128,343

△128,343

当期末残高 △140,119 △268,462

株主資本合計

前期末残高

事業年度中の変動額

剰余金の配当

当期純損失（△）

増資

事業年度中の変動額合計

 

127,265

 

-

△55,133

-

△55,133

 

72,131

 

－

△128,343

145,672

17,330

当期末残高 72,131 89,461

純資産合計

前期末残高

事業年度中の変動額

剰余金の配当

当期純損失（△）

増資

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計

 

127,265

 

-

△55,133

-

-

△55,133

 

72,131

 

－

△128,343

145,672

－

17,330

当期末残高 72,131 89,461
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(4)（重要な会計方針）

 

項目
第６期

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

１　資産の評価基準および評

価方法

投資有価証券

個別法による原価法

投資有価証券

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

　器具備品　　　4年～5年

（追加情報）

委託会社は、法人税法改正に伴

い、平成19年3月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の5％に到達した会

計年度の翌会計年度より、取得価額

の5％相当額と備忘価額との差額を

5年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。

この結果による損益への影響は

軽微です。

 

有形固定資産

 

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（5年）に基づいております。

 

無形固定資産

 

　　　　　　同左

３　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。

同左

４　繰延資産の償却方法 入会金

繰延資産として計上した入会金は、

譲渡不可能な権利金であるため資産

として繰延べ、5年均等償却しており

ます。

入会金

同左

 

５　引当金の計上基準 賞与引当金

賞与は、当期より期末日に実績を決

定して同日に支給することに変更しま

したので、次期の賞与金額を合理的に

見積もることができないため、当期末

の賞与引当金は計上しておりません。

 

 

 

──────

 

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税込方式によっております。

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

（追加情報）

合併により課税業者になったため、

当期より税抜方式によって処理してお

ります。
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(重要な会計方針の変更)

第６期
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

（有形固定資産の減価償却の方法）

第５期より、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年3月30日　法律第6号及び法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年3月30日　政令第83

号）に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについ

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。この変更による損益に与える影響は軽微で

す。

 

 

 

────────

 

 

 

注記事項

(貸借対照表関係)

第６期
(平成21年3月31日現在)

第７期
(平成22年3月31日現在)

※１．有形固定資産の減価償却累計額

器具備品　　　　　2,478千円

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

器具備品　　　　　12,281千円
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（損益計算書関係）

第６期
(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

営業収益　　346千円

 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり

含まれております。

支払手数料　　863千円

 

 

 

※２．役員報酬額の範囲額

　　　　取締役　年額　　　　60,000千円

　　　　監査役　年額　　　　 5,000千円

※２．役員報酬額の範囲額

　　同左

 

 

 

 ※３．固定資産除却損の内容は次の通りでありま

　　　す。

器具備品　　　　　　542千円

 

 

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

第６期(自　平成20年4月１日　至　平成21年3月31日)

　該当事項はありません。

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

 

第７期(自　平成21年4月１日　至　平成22年3月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 第６期末

株式数

（株）

第７期

増加株式数

（株）

第７期

減少株式数

（株）

第７期末

株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 1,800 6,905 － 8,705

優先株式 1,600 － － 1,600
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合計 3,400 6,905 － 10,305

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)

当事業年度(平成22年3月31日)

１．金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に関する取組方針

当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定し、親会社等からの出資を募って資金調達を行っています。銀

行借入れによる調達は行っておりません。

（２） 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権は、契約により決定された委託報酬及び運用受託報酬等の期末未収分の形状に限定されるため、信用

リスクに晒されることはありません。

投資有価証券は、経営方針に基づき投資及び売却を行っており、外貨運用も含まれるため、為替の変動リスク

及び時価の変動リスクにも晒されています。

（３） 金融商品にかかるリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行にかかるリスク）の管理

当社の場合、営業債権は契約により金額が決定されるため、滞留債権が発生することはなく、営業債権につい

て信用リスクに晒されることはありません。

②　市場リスク（為替や金利などの変動リスク）の管理

当社は、投資有価証券の中に外貨運用が含まれるため、これに関する為替リスクについては、日々の動きを観

察し、ヘッジ取引の実行も検討することがあります。

③　資金調達にかかる流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、銀行借入による資金調達を行っておらず、親会社を含めた投資家からの出資に依存して資金調達を行

います。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な施策を講じる

とともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しています。

（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれています。当該価額の算定においては変動原因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することはあり得ます。
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２．金融商品の時価などに関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

   （単位：千円）

種類 貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 8,475 8,475 －

（２）未収収益 7,658 7,658 －

（３）未収入金 1,458 1,458 －

（４）投資有価証券 77,454 77,454 －

資　産　計 95,046 95,046 －

（１）未払金 14,083 14,083 －

（２）未払配当金 1,088 1,088 －

（３）未払法人税等 701 701 －

（４）未払事業税等 1,363 1,363 －

（５）未払手数料 1,544 1,544 －

（６）預り金 10,256 10,256 －

負　債　計 39,294 39,294 －

デリバティブ取引 － － －

１．金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　資　産

　現金及び預金、未収収益及び未収入金は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっています。

　投資有価証券は、銘柄別に時価の把握が可能であるため、当該時価によっています。

負　債

　未払金、未払配当金、未払法人税等、未払事業税等、未払手数料及び預り金は、短期間で決済されるものであるため、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。

デリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　分 貸借対照表計上額（千円）

敷　金 1,607

 

 

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）及び「金融商品の時

価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日）を適用しています。
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(有価証券関係)

第６期(平成21年3月31日)

子会社株式及び関係会社株式で時価のあるものは、ありません。

 

第７期(平成22年3月31日)

１．その他有価証券で時価のあるもの

    （単位：千円）

 種類 取得原価 貸借対照表価額 差額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

（１）株式 － － －

（２）債券 － － －

（３）その他 21,625 22,048 422

小計 21,625 22,048 422

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

（１）株式 － － －

（２）債券 － － －

（３）その他 69,370 55,406 △13,964

小計 69,370 55,406 △13,964

計 90,995 77,454 △13,541

 

２．時価評価されていない有価証券

　　　該当事項はありません。

 

(リース取引関係)

該当事項はありません。

 

(税効果会計関係)

項目
第６期

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

 

１　繰延税金資産の発生の主

な原因別の内訳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金資産（流動）

　未払事業税　　　　　　　90千円

　繰越欠損金　　　　　72,831千円

　　小計　　　　　　　72,922千円

　評価性引当金　　　△31,916千円

　繰延税金資産　　　　41,006千円

 

繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損　　3,334千円

小計　　　　　　　 3,334千円

評価性引当金　　　　△3,334千円

繰延税金資産　　　　　　 －円

 

 

繰延税金資産は、当期において全額取

り崩しております。
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(関連当事者との取引)

第６期(自　平成20年4月１日　至　平成21年3月31日)

１　親会社及び法人主要株主等

　　　該当事項はありません。

２　子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
(百万円)

事業の
内容
又は職業

議決権等の
所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
ヒューミント・
オーバーシーズ

ケイマン
諸島

5
資産管理
会社

100 なし 業務受託
投資一任
契約

346営業収益 -

(注)　１　取引金額には消費税等は含んでおりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

管理報酬及び成功報酬については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。

情報提供料については当社と関連を有しない他の当事者の条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。

 

３　兄弟会社等

該当事項はありません。

 

第７期(自　平成21年4月１日　至　平成22年3月31日)

１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
(百万円)

事業の
内容
又は職業

議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
キャピタル・
パートナーズ証
券㈱

東京都
中央区

2,850
金融商品
取扱会社

94.4 あり 業務受託
証券代行手
数料

863
支払手数
料

863

(注)　１　取引金額には消費税等は含んでおりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。

２　子会社等

該当事項はありません。

３　兄弟会社等

該当事項はありません。

 

 

(開示対象特別目的会社関係)

１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

　委託会社では、ファンドの資産管理会社としてヒューミント・オーバーシーズ・リミテッド
（以下「同社」という）を100％所有しております。

　委託会社は、同社に対して投資一任契約を締結し、平成21年4月30日まで業務委託をして、同
社から管理報酬及び成功報酬を得ておりましたが、それ以降の取引は行っておりません。

　平成22年3月末において、同社の資産総額は2,620千円、負債総額0円です。なお、同社は単なる
資産管理会社であり、当期においても当社との間に取引はありません。また、当社はその経営
に対して影響を持っておらず、役員および従業員の派遣もありませんので、連結財務諸表の範
囲に含めておりません。

EDINET提出書類

キャピタル　アセットマネジメント株式会社(E14714)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

36/55



２．第６期(自 平成20年4月１日　至 平成21年3月31日)における特別目的会社との取引金額等

 

会社名
主な取引の金額または当会

計年度末残高
主な損益

項目 金額
ヒューミント・

オーバーシーズ

－ 営業収益 346千円

 

３．第７期(自 平成21年4月１日　至 平成22年3月31日)における特別目的会社との取引金額等

該当事項はありません。

 

 

(１株当たり情報)

 

項目
第６期

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

１株当たり純資産額 21,215円26銭 8,681円39銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△) △16,215円62銭 △12,454円44銭

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

同左

 

 

 

 

(注)　１株当たり当期純資産額の算定上の基礎

項目
第６期

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

純資産の部の合計額(千円) 72,131 89,461

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

株式に係る期末の純資産額(千円) 72,131 89,461

期中平均株式数(株) 3,400 10,305

(注)　１株当たり当期純利益及び当期純損失の算定上の基礎

項目
第６期

(自　平成20年4月１日
至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △55,133 △128,343

株主に帰属しない金額(千円) － －

株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △55,133 △128,343
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期中平均株式数(株) 3,400 10,305
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(重要な後発事象)

第６期
(自　平成20年4月１日

至　平成21年3月31日)

第７期
(自　平成21年4月１日

至　平成22年3月31日)

平成21年5月19日に国内有力投資家との間で、平成21年

6月19日払込予定の第三者割当増資に合意いたしまし

た。

これにより、国内外有力投資家に普通株1,873株、総額

9,300万円を割り当てる予定です。

 

 

 

────────

 

 

次へ
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【中間財務諸表等】

１【中間財務諸表】

(1)【中間貸借対照表】

当中間会計期間末

(平成22年９月30日現在)

区分
注記

番号
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 9,166

　２　立替金 9,158

　３　前払費用 718

　４　未収入金 37

　５　未収委託者報酬 16,308

　６　未収運用受託報酬 1,873

　７　未収収益 1,843

　８　その他 ※１ 1,792

　　　流動資産合計 40,899

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※２ 980

　（１）器具備品 980

　２　無形固定資産 777

　（１）電話加入権 52

　（２）ソフトウエア 725

　３　投資その他の資産 70,491

　（１）投資有価証券 ※３ 68,062

　（２）関係会社株式 2,429

　　　固定資産合計 72,250

　　　資産合計 113,149

当中間会計期間末

(平成22年９月30日現在)

区分
注記

番号
金額（千円）

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　預り金 230

　２　未払金 28,752

　３　未払費用 7,309

　４　未払法人税等 937

　　　流動負債合計 37,229

　　　負債合計 37,229

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本
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　１　資本金 280,000

　２　資本剰余金 77,924

　（１）資本準備金 75,251

　（２）その他資本剰余金 2,672

　３　利益剰余金 △285,645

　（１）その他利益剰余金

　　　　　繰越利益剰余金 △285,645

　　　株主資本合計 72,278

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額金 3,640

　　　評価・換算差額等合計 3,640

　　　純資産合計 75,919

　　　負債及び純資産合計 113,149

(2)【中間損益計算書】

当中間会計期間

　　(自　平成22年4月１日

　　 至　平成22年9月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ　営業収益

１　委託者報酬 29,009

２　運用受託報酬 6,748

３　商品投資顧問料 8,162

４　その他営業収益 671

　　営業収益合計 44,591

Ⅱ　営業費用

１　支払手数料 12,835

２　広告宣伝費 260

３　調査費 17,210

４　委託計算費 3,824

５　営業雑経費 12,074

（１）　通信費 2,764

（２）　協会費 1,193

（３）　印刷費 8,116

　　営業費用合計 46,205

Ⅲ　一般管理費

　１　給料 48,175

（１）　役員報酬 5,400

　　（２）　給料・手当 37,685

（３）　賞与 2,500

（４）　法定福利費 2,589

２　旅費交通費 4,066

３　租税公課 916

４　不動産賃借料 5,720

５　減価償却費 ※１ 647

EDINET提出書類

キャピタル　アセットマネジメント株式会社(E14714)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

41/55



６　業務委託費 4,367

７　その他一般管理費 9,333

　　一般管理費合計 73,226

営業損失（△） △74,839

当中間会計期間

　　(自　平成22年4月１日

　　 至　平成22年9月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅳ　営業外収益

１　有価証券利息 487

２　受取利息 0

３　その他 1,184

　　営業外収益合計 1,673

Ⅴ　営業外費用

１　為替差損 3,029

２　その他 1,476

　　営業外費用合計 4,505

経常損失（△） △77,672

Ⅵ　特別利益

　１　経営支援益 ※２ 63,388

　２　その他 205

　　　特別利益合計 63,594

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 105

　２　投資有価証券売却損 414

　３　投資有価証券評価損 217

　４　関係会社株式評価損 2,222

　　　特別損失合計 2,959

税引前中間純損失（△） △17,037

法人税、住民税及び事業税 145

中間純損失（△） △17,182

(3)【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間
　(自　平成22年4月１日
　 至　平成22年9月30日)

区分 金額（千円）

株主資本
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　資本金

　　前期末残高

　　当中間会計期間変動額

　　　当中間会計期間変動額合計

280,000

―

　　当中間会計期間末残高 280,000

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高

　　　当中間会計期間変動額

　　　　当中間会計期間変動額合計

75,251

―

　　当中間会計期間末残高 75,251

　資本剰余金

　　その他資本剰余金

　　　前期末残高

　　　当中間会計期間変動額

　　　　当中間会計期間変動額合計

2,672

―

　　当中間会計期間末残高 2,672

　資本剰余金合計

　　前期末残高

　　当中間会計期間変動額

　　　当中間会計期変動額合計

77,924

―

　　当中間会計期間末残高 77,924

　利益剰余金

　　その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金

　　　　　前期末残高

　　　　　当中間会計期間変動額

　　　　　　当中間会計期間純損失（△）

　　　　　　当中間会計期間変動額合計

△268,462

△17,182

△17,182

　　当中間会計期間末残高 △285,645

当中間会計期間
　(自　平成22年4月１日
　 至　平成22年9月30日)

区分 金額（千円）

　利益剰余金合計

　　前期末残高

　　当中間会計期間変動額

　　　当中間会計期間純損失（△）

　　　当中間会計期間変動額合計

△268,462

△17,182

△17,182

　　当中間会計期間末残高 △285,645
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　株主資本合計

　　前期末残高

　　当中間会計期間変動額

　　　当中間会計期間純損失（△）

　　　当中間期変動額合計

89,461

△17,182

△17,182

　　当中間会計期間末残高 72,278

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金

　　　前期末残高

　　　当中間会計期間変動額

　　　　株主資本以外の項目の当中間会計期間中の変動額（純額）

　　　　当中間会計期間変動額合計

―

3,640

3,640

　　当中間会計期間末残高 3,640

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高

　　当中間会計期間変動額

　　　株主資本以外の項目の当中間会計期間中の変動額（純額）

　　　当中間会計期間変動額合計

―

3,640

3,640

　　当中間会計期間末残高 3,640

　純資産合計

　　前期末残高

　　当中間会計期間変動額

　　　当中間会計期間純損失（△）

　　　株主資本以外の項目の当中間会計期間中の変動額（純額）

　　　当中間会計期間変動額合計

89,461

△17,182

3,640

△13,542

　　当中間会計期間末残高 75,919

【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

項目

当中間会計期間

　　　　　　　　(自　平成22年４月１日

　　　　　　　　 至　平成22年９月30日)

１　有価証券の評価基準および評価方

法

（１）有価証券

　　①子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法による原価法を採用しております。

　　②その他有価証券

　　時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）を採用しております。

　　時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。
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２　固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産（リース資産を除く。）

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

　器具備品　　　４年～５年

（２）無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）により償却しております。

（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

３　外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

４　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

【注記事項】

（中間貸借対照表関係)

当中間会計期間
　　　　　　　　　　　　(自　平成22年４月１日
　　　　　　　　　　　　 至　平成22年９月30日)

※１．仮払消費税等および仮受消費税等は相殺の上、流動資産の「その

　　　他」に含めて表示しております。

※２．有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。

　器具備品　　　10,471千円

※３．投資有価証券のうち、国債10,000千円を宅地建物取引業に係る営業

　　　保証金として供託しております。

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
　　　　　　　　　　　　(自　平成22年４月１日
　　　　　　　　　　　　 至　平成22年９月30日)

※１．減価償却費の内容は次の通りであります。

有形固定資産減価償却費額　　233千円

無形固定資産減価償却費額　　414千円

※２．経営支援益は、当社の純資産額を一定水準に維持し、財務基盤の

　　　安定化を図るための親会社であるキャピタル・パートナーズ証券

　　　株式会社からの支援であります。

（中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

平成22年３月末 増加 減少 平成22年９月末
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発行済株式

普通株式 8,705株 ― ― 8,705株

優先株式 1,600株 ― ― 1,600株

合計 10,305株 ― ― 10,305株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

（リース取引関係)

当中間会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

ファイナンス・リース取引の内容は次の通りであります。

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び当中間会計期間末

　　　残高相当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

取得価額相当額
減価償却累計額

相当額

当中間会計期間末

残高相当額

コピー複合機一式 2,743 1,326 1,417

合計 2,743 1,326 1,417

（２）未経過リース料当中間会計期間末残高相当額

　　　　　１年内　　　554千円

　　　　　１年超　　　901千円

　　　　　　合計　　1,456千円

（３）支払リース料、減価償却費用相当額及び支払利息相当額

　　　　　支払リース料　　　　289千円

　　　　　減価償却費相当額　　274千円

　　　　　支払利息相当額　　　 16千円

（４）減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法

　　　　減価償却費相当額の算定方法

　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　　　　利息相当額の算定方法

　　　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期

　　　　への分配方法については、利息法によっております。

（金融商品に関する注記）

当中間会計期間末(平成22年９月30日)

金融商品の時価などに関する事項

平成22年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時

価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　　　　　（単位：千円）
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貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 9,166 9,166 ―

（２）未収委託者報酬 16,308 16,308 ―

（３）投資有価証券 68,062 68,062 ―

資　産　計 93,537 93,537 ―

（１）未払金 28,752 28,752 ―

（２）未払費用 7,309 7,309 ―

負　債　計 36,061 36,061 ―

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

　資　産

　現金及び預金、未収委託者報酬は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額によっています。

　投資有価証券は、銘柄別に時価の把握が可能であるため、当該時価によっています。

負　債

　未払金、未払費用は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっています。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分

当中間会計期間末

(平成22年９月30日現在)

貸借対照表計上額

（１）その他有価証券

非上場株式

（２）関係会社株式

子会社株式

0

2,429

合計 2,429

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「（３）投資有価証券」には含めておりません。

３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件

等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係)

当中間会計期間末(平成22年９月30日)

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　　　該当ありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの
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（単位：千円）

種類 取得原価 貸借対照表価額 差額

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

（１）株式 ― ― ―

（２）債券 36,199 37,863 1,664

（３）その他 ― ― ―

小計 36,199 37,863 1,664

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

（１）株式 ― ― ―

（２）債券 24,505 24,100 △405

（３）その他 6,665 6,098 △566

小計 31,171 30,198 △972

合計 67,370 68,062 692

３．時価評価されていない有価証券

（単位：千円）

区分

当中間会計期間末

(平成22年９月30日現在)

貸借対照表計上額

（１）その他有価証券

非上場株式

（２）関係会社株式

子会社株式

0

2,429

合計 2,429

（注）減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損

処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額

について減損処理を行っております。当中間会計期間末においては、2,440千円（非上場株式217千円、子会社株式

2,222千円）を減損処理しております。

（セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　　　当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

　　当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　１．サービスごとの情報

（単位：千円）

投資運用業 商品投資顧問業 その他 合計

外部顧客への売上高 35,757 8,162 671 44,591

　２．地域ごとの情報
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　　（１）営業収益

（単位：千円）

日本 ケイマン諸島 その他 合計

30,516 13,711 362 44,591

　　（２）有形固定資産

　　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額

　　　　　の90％を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

　３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類

ヒューミント・

エジプト株式オープン
8,345 投資運用業

フィリピン株ファンド 6,056 投資運用業

（単位：千円）

顧客の氏名又は名称 営業収益 関連するサービスの種類

リアル・エステート・

プロパティー・リミテッド
5,549 投資運用業

（追加情報）

　当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

　当中間会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年

３月21日）を適用しております。

（１株当たり情報)

項目
当中間会計期間

　　　　(自　平成22年４月１日
　　　　 至　平成22年９月30日)

１株当たり純資産額 △2,306円77銭

１株当たり当中間会計期間純損失(△) △1,973円89銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当中間会計

期間純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　　(注)　１株当たり当中間会計期間純資産額の算定上の基礎

項目

当中間会計期間

　(自　平成22年４月１日

　 至　平成22年９月30日)
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中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 75,919

普通株式以外に帰属する純資産合計額（千円） 96,000

　優先株式の払込出資額（千円） 80,000

　優先株式の累積要配当額（平成22年３月分）(千円) 16,000

普通株式に係る当中間会計期間末の純資産額(千円) △20,080

普通株式の当中間会計期間末株式数(株) 8,705

　　(注)　１株当たり当中間会計期間純利益及び当中間会計期間純損失の算定上の基礎

項目

当中間会計期間

　(自　平成22年４月１日

　 至　平成22年９月30日)

中間損益計算書上の当中間会計期間純利益又は当中間

会計期間純損失(△)(千円)
△17,182

普通株式以外に帰属する純利益(千円) ―

普通株式に係る当中間会計期間純利益又は当中間会計

期間純損失(△)(千円)
△17,182

普通株式の当中間会計期間中平均株式数(株) 8,705

（重要な後発事象)

　　該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

　３【資本関係】

＜訂正前＞

販売会社であるキャピタル・パートナーズ証券株式会社は、委託会社であるキャピタル　アセットマ

ネジメント株式会社の株式を7,215株保有しております（平成22年5月末現在、発行済普通株式数に

対する比率は、82.9％です。）。

その他の上記関係法人との間に資本関係はありません。

＜訂正後＞

販売会社であるキャピタル・パートナーズ証券株式会社は、委託会社であるキャピタル　アセットマ

ネジメント株式会社の株式を7,215株保有しております（平成23年2月末現在、発行済普通株式数に

対する比率は、82.9％です。）。

その他の上記関係法人との間に資本関係はありません。
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独立監査人の監査報告書

 

 

平成21年６月５日

ヒューミント投資顧問株式会社
取　締　役　会　 御　中

 

 ビーエー東京監査法人

 
指定社員
業務執行社員

公認会計士 若槻　明　　　㊞

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、ヒューミント投

資顧問株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第６期事業年度の貸借対照表、損益計

算書及び株主資本等変動計算書並びに附属明細表（以下会計に関する部分に限る。）について監査を

行った。なお、附属明細表について監査の対象とした会計に関する部分は、附属明細表に記載されている

事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。この貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計

算書並びに附属明細表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から貸借対照表、損益

計算書及び株主資本等変動計算書並びに附属明細表に対する意見を表明することにある。

 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに附属明細表に重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに附属明細表の表示を検討することを含ん

でいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

 

　当監査法人は、上記の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに附属明細表が、我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該貸借対照表、損益計算書及び株主資

本等変動計算書並びに附属明細表に係る期間の財産及び損益の状態をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載の通り、会社は平成21年６月19日に第三者割当増資を行うことを国内投資家との

間で合意している。

 

　ヒューミント投資顧問株式会社と当監査法人または指定社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、

当社が別途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 平成23年４月７日

キャピタル　アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　 御　中

ビーエー東京監査法人

指定社員
公認会計士　　　　若槻　明　　　㊞

業務執行社員

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられている南アフリカ株ファンドの平成22年７月29日から平成23年１月28日までの

中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監

査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析

的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

　

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、南アフリカ株ファンドの平成23年１月28日現在の信託財産の状態及び同日をもっ

て終了する中間計算期間（平成22年７月29日から平成23年１月28日まで）の損益の状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。

　キャピタル　アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は指定社員との間には、公認

会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

（注）上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は、当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 

 

平成22年６月30日

キャピタル　アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　 御　中

 

 ビーエー東京監査法人

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 若槻　明

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられているキャピタル　アセットマネジメント株式会社の平成21年４月１日から平成

22年３月31日までの第７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動

計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から財務諸表に対する意見を表明することにある。

 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

 

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、キャピタル　アセットマネジメント株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

（注）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、

当社が別途保管しております。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

平成22年12月22日

キャピタル　アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士　柴　毅　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　小林　尚明　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているキャピタル　アセットマネジメント株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日ま

での第８期事業年度の中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すな

わち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手

続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表

に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、キャピタル　アセットマネジメント株式会社の平成22年９月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、

当社が別途保管しております。
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